
猪名川町告示第１９号 

 

猪名川町私立保育施設等への一時支援金交付要綱をここに告示する。 

 

令和８年３月１１日 

 

猪名川町長 岡 本 信 司  
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猪名川町私立保育施設等への一時支援金交付要綱 

 

令和８年３月１１日  

要 綱 第 １ ３ 号  

 

（目的） 

第１条 この要綱は、現下の急激な物価高騰による経費の増加を価格に転嫁することがで

きない猪名川町内の私立保育所、私立認定こども園、認可外保育施設及び民間の放課後児

童クラブ（以下「保育施設等」という。）に対し、光熱費、食糧費等の価格上昇分の一部

について、一時支援金（以下「支援金」という。）を交付することにより、保育施設等の

経営の安定化を図り、もって就学前における教育保育の安定的な提供体制の確保に資す

ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ 保育所 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３５条第４項により認可を受け

た保育所をいう。 

⑵ 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律（平成１８年法律第７７号）第１７条第１項により認可を受けた認定こども園

をいう。 

⑶ 認可外保育施設 児童福祉法第５９条の２第１項により兵庫県知事に届け出た施設

をいう。 

⑷ 放課後児童クラブ 児童福祉法第６条の３第２項に規定する放課後児童健全育成事

業を実施する施設をいう。 

（交付対象者） 

第３条 支援金の交付対象となる者は、令和７年４月１日から支援金の交付決定の日まで

継続して保育施設等を運営する事業者とする。 

（支援金の額） 

第４条 支援金の額は、別表のとおりとする。 

（申請） 
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第５条 支援金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、猪名川町私立保

育施設等への一時支援金交付申請書兼請求書（様式第１号）を町長に提出するものとする。 

（支援金の交付） 

第６条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、支援金の交付を行うこと

を決定したときは、猪名川町私立保育施設等への一時支援金交付決定通知書(様式第２号)

により申請者に通知するものとする。 

（交付の取消し等） 

第７条 町長は、支援金の交付を受けた者（以下「交付決定者」という。）が次の各号のい

ずれかに該当すると認めるときは、前条の交付決定を取り消し、又は交付した支援金の全

部若しくは一部を返還させることができる。 

⑴ 支援金の交付決定の日の翌日から令和８年３月３１日までの間に保育施設等の廃止

又は休止（以下「廃止等」という。）をしたとき。 

⑵ 偽りその他不正な行為により、支援金の交付を受けたとき。 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、町長が支援金を交付することが適当でないと認めたと

き。 

２ 町長は、交付決定者が前項第１号の規定に該当するときは、当該交付決定者に交付し

た支援金の額を１２で除して得た額（１円未満の端数があるときは、これを切り捨て

る。）に、廃止等をした日の属する月から令和８年３月までの月数を乗じて得た額を町に

返還させるものとする。 

（調査等） 

第８条 町長は、支援金の交付に関する事務を適正に実施するため必要と認めるときは、交

付決定者に対し、関係する書類の提出を求め、又は町職員に調査を行わせることができる。 

２ 交付決定者は、特別な事情がある場合を除き、前項の提出及び調査に協力しなければな

らない。 

（補則） 

第９条 この要綱に定めのあるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に

定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年３月１日から施行する。 
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（この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。 

別表（第４条関係） 

令和７年１０月１日時点 

の定員（名） 
１施設当たり支援金額（円） 

１～９ １８，５００ 

１０～１９ ５５，５００ 

２０～２９ ９２，５００ 

３０～３９ １２９，５００ 

４０～４９ １６６，５００ 

５０～５９ ２０３，５００ 

６０～６９ ２４０，５００ 

７０～７９ ２７７，５００ 

８０～８９ ３１４，５００ 

９０～９９ ３５１，５００ 

１００～１０９ ３８８，５００ 

１１０～１１９ ４２５，５００ 

１２０～１２９ ４６２，５００ 

１３０～１３９ ４９９，５００ 

１４０～１４９ ５３６，５００ 

１５０～１５９ ５７３，５００ 

１６０～１６９ ６１０，５００ 

１７０～１７９ ６４７，５００ 

１８０～１８９ ６８４，５００ 

１９０～１９９ ７２１，５００ 

２００～２０９ ７５８，５００ 

２１０～２１９ ７９５，５００ 

２２０～２２９ ８３２，５００ 

２３０～２３９ ８６９，５００ 
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２４０～２４９ ９０６，５００ 

２５０～２５９ ９４３，５００ 

２６０～２６９ ９８０，５００ 

２７０～２７９ １，０１７，５００ 

２８０～２８９ １，０５４，５００ 

２９０～２９９ １，０９１，５００ 

３００～３０９ １，１２８，５００ 

 


